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F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

検討の目的

本事業では、消防設備の効果や新たな技術などに関する工学的知見に基
づき、多様な設計ニーズに対応できるように安全性の確保を前提としつ
つ、避難規定の合理化に係る提案を行う。実験・調査等の検討に基づき、
以下の項目について提案を行う。

課題と検討の方針

・避難安全性を確認・検証する方法の開発＜昨年度＞
消防設備（スプリンクラー設備、警報設備など）の効果の検証

→新しい避難検証法告示、避難関連告示

・小規模建築物に対する高度な安全性の確保＜今年度＞
建築基準法第27条第１項第一号の改正により、階数３かつ延べ面積200㎡
未満の場合の特殊建築物については、警報設備の設置等により、原則とし
て、主要構造部への耐火要件が不要となった。
このような建築物において、主要構造部の耐火性能を確保することによっ
て、内在的に得られていた避難安全性が損なわれる恐れがある。今後の高
齢化等の進展を踏まえて、高度な安全性の確保に向けた取組みが必要。
→在室者の特性、消防設備やソフト対策の効果などを含めた総合的な評価
手法を開発するための検討
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「高度な安全性の確保」 ～ 基本的な考え方

建築基準法 ・・・建築物を建築する上での最低限の基準 （法目的）

現行法令のもとで建設された建築物が有する性能レベルを評価できなければ、今後の高齢化等に対応するた
めの最低限の水準を上回る措置による、高度な安全性を客観的に評価することもできない。

◎建築基準法令に限定することなく、消防法令に基づく諸設備を含むハード的な対応や、その後の維持管理や
避難誘導などのソフト的な防災計画の考え方・方針内容を合わせて総合的に評価する手法を提案したい。

【検討委員会での意見】
・過去に、同種の問題意識から調査研究が進められている実績もあることから、こうした成果も
活かしつつ検討を進めるべき

・法改正で消防活動も考慮した規制体系を導入したことから、それらの要素も反映すべき。
・建築主を含め、分かりやすく伝えることができることが重要。
・ターゲットを絞り、まずは現実の建築物を想定したケーススタディが重要。

【具体的な検討事項】
・非住宅建築物を対象とした評価手法の検討に向けた既存情報の調査・整理
・小規模建築物を対象とした安全性を高める措置とその効果及び評価手法の検討に向けた
ケーススタディ

・想定されるインセンティブの整理

建築基準法上の措置 + 安全性を高める措置 建築物が有する安全レベル



小規模建築物（建築基準法第27条第1項関連）を対象に高度な安全性を評価する仕組み作り。

「高度」については、以下のように定義した。
①多様な設定（自力避難困難者など在館者特性を考慮）

→（現状。以下同様。）健常者や介助避難者を対象としている。
②多様な安全性（籠城からの救助など）

→建物外への避難完了を求めている。
③高度な評価方法（リスクベース評価、ソフト対策の定量評価など）

→確定論的な評価方法。管理などのソフトの評価は困難。

想定されるインセンティブの整理

事業者、設計者、利用者にとって「高度な安全性」を有した建物を選択するインセンティブ。

4

検討の流れ ～ 仕組み作りに必要な検討

２）評価方法の提案と推奨される仕様の決定方法の提案
・対策の効果を定量的に評価する方法としてリスクに基づく評価法を採用
・定量評価に基づく推奨仕様の提案
・評価方法の精度を高める調査・実験
・課題の整理

１）火災状況と対策の整理
・火災の状況と一般的に考えられる対策との関係を整理。

F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

「高度な安全性の確保」 ～ 検討の概要
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火災の状況と対策の整理
【凡例】〇：現行法規で要求される対策 －：現行法規では要求されていない対策 ▲：避難安全性向上のために検討すると良い対策 （空白）：他の対策で安全性が確保されているため不要としても良い対策 

規模 

用途および特性 
（避難安全上不利な項目にハッチ） 

火災フェーズ Ⅱ 小火 Ⅲ 出火拡大 Ⅳ F.O.後 

その他 

火災 
シナリオ 

火源の想定 （火災室）出火直後で，ゴミ箱等の第一着火物のみが燃

えている 
（火災室）第一着火物周囲の可燃物や内装材に燃え拡がっている （火災室）F.O.が発生している 

煙の想定 
（火災室）煙等が避難上支障のある高さまで降下して

いない 
（隣接室）同上 

（火災室）避煙等が避難上支障のある高さまで降下している 
（隣接室）壁や扉の隙間を介しての漏煙がある 

（火災室）盛期火災 
（隣接室）壁や扉の隙間を介しての漏煙がある 

在室者の想定 （火災室）初期消火をしている・避難をしている 
（隣接室）火災覚知していない者もいる 

（火災室）避難は完了している 
（隣接室）火災室以外の避難者も含め避難している 

（火災室）避難は完了している 
（隣接室）火災室以外の避難者も含め避難している 

潜在的危険性 

・火災覚知の遅れ・初期消火の失敗 
・早い段階でのフェーズⅡに移行 

・非火災室の火災覚知の遅れ 
・避難経路への多量の煙の漏煙／竪穴（階段・吹抜等）への煙の流入 
・早い段階でのフェーズⅢへの移行 

・火災室の壁や扉の崩壊 
・避難経路への多量の煙の漏煙／竪穴（階段・吹抜等）

への煙の流入 
・扉からの噴出火炎等による避難経路の消失 

潜在的危険性の 
主な要因 

火災覚知の

遅れ 
消火設備の

不足 
火災時対応

方法未習熟 
可燃物の 
管理不備 

区画の防火

性能不足 
火災覚知の

遅れ 
避難経路の

不足 
消火設備の

不足 
内装計画の

不備 
区画の防火 
性能不足 

避難経路の

不足 
長大な避難

時間 
逃げ遅れの

発生 

用途 
在館者

数 
(密度) 

避難 
困難者 
の割合 

主たる 
避難者

の避難

能力 

就寝 

潜在的危険性に対する 
避難安全対策 

自動火災報

知設備設置 
消火器具の

設置 訓練の実施 日常的な 
維持管理 

避難経路周

りの区画 
自動火災報

知設備設置 
重複区間の 
距離の制限 

スプリンク

ラーの設置 内装不燃化 階段周りの 
区画 

2 以上の 
階段設置 

階段の 
容量確保 

避難器具の 
設置 

関連法規等 消防法 令 21  消防法 令 10  消防法 令 4 防災計画 
指針 

防災計画 
指針 消防法 令 21 建基法  

令 121 消防法 令 12 建基法  
令 128 の 5 

建基法  
令 112 

建基法  
令 121 

建基法  
令 123 消防法 令 25 

200m2以

下 
3 階建て 
（各階

70m2弱） 

事務所 少数 少ない 自力 
避難可 なし 

⓪現行法規のみ － － － － － － － － － － － － － 

 

①初期消火・火災抑制 ▲ ▲ ▲ ▲  ▲   ▲     
②避難経路の性能強化         ▲     
③複数の避難経路の設置       ▲       
④逃げ遅れ者の安全確保              

飲食店 
法別表第

1(4)項 
多数 少ない 自力 

避難可 なし 

⓪現行法規のみ 〇※2 〇 〇 － － 〇※2 － － － － － － 〇※4 

 

①初期消火・火災抑制 〇※2 〇 〇 ▲  〇※2   ▲     
②避難経路の性能強化         ▲ ▲  ▲  
③複数の避難経路の設置       ▲    ▲  〇※4 
④逃げ遅れ者の安全確保             〇※4 

ホテル 
法別表第

1(2)項 
少数 少ない 自力 

避難可 あり 

⓪現行法規のみ 〇 〇 〇 － － 〇 － － － 〇2019 改正 － － 〇※4 

 

①初期消火・火災抑制 〇 〇 〇 ▲  〇  ▲ ▲     
②避難経路の性能強化     ▲   ▲ ▲ 〇2019 改正    
③複数の避難経路の設置       ▲    ▲  〇※4 
④逃げ遅れ者の安全確保     ▲        〇※4 

戸建て 
住宅 超少数 

多い 
(高齢

者) 

自力避

難不可 
 

あり 

⓪現行法規のみ 〇※1 － － － － 〇※1 － － 〇 － － － － 

 
①初期消火・火災抑制 〇※1 ▲  ▲  〇※1  ▲ ▲     
②避難経路の性能強化        ▲ ▲ ▲    
③複数の避難経路の設置       ▲      ▲ 
④逃げ遅れ者の安全確保     ▲        ▲ 

認可外 
保育所 
法別表第

1(2)項 

多数 
多い 
(乳幼

児) 

自力避

難不可 
 

なし 

⓪現行法規のみ ×※3 〇 〇 － － ×※3 － － 〇※6 〇2019 改正 〇※6 － 〇※4 保育室等を 2 階に設

ける場合は，耐火ま

たは準耐火建築物，

3 階に設ける場合は

耐火建築物※6 

①初期消火・火災抑制 ▲ 〇 〇 ▲  ▲  ▲ ▲     
②避難経路の性能強化     ▲   ▲ ▲ 〇2019 改正  ▲  
③複数の避難経路の設置       ▲    ▲  〇※4 
④逃げ遅れ者の安全確保     ▲     〇2019 改正   〇※4 

特別養護 
老人ﾎｰﾑ 
法別表第

1(2)項 

多数 
多い 
(高齢

者) 

自力避

難不可 
 

あり 

⓪現行法規のみ 〇 〇 〇 － － 〇 － 〇 － 〇2019 改正 － － 〇※4 

原則，耐火建築物※5 
①初期消火・火災抑制 〇 〇 〇 ▲  〇  〇 ▲     
②避難経路の性能強化     ▲   〇  〇2019 改正    
③複数の避難経路の設置       ▲    ▲  〇※4 
④逃げ遅れ者の安全確保     ▲     〇2019 改正   〇※4 

※1：住宅用火災警報器（消防法） ※2：屋内階段が 1 の場合を想定（2 の場合は警報設備不要） ※3：宿泊はなし・屋内階段が 2 の場合を想定（1 の場合は警報設備必要） ※4：収容人数が少ない場合は設置不要 ※5：「特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準」で規定 ※6：「認可外保育施設指導監督基準」で規定 ※7：平成 12 年建設省告示第 1441 号（階避難安全検証法）に定められた値 
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火災の進展に応じて（火災フェーズ）想定される対策の効果を避難不能リスクの大小で評価

火災フェーズ→

対 策 →

出火防止成功p1

初期消火成功p2

FO防止成功・避難経路確保p3

FO防止成功・避難経路確保失敗p4

煙拡散防止・避難経路確保p5

煙拡散防止・避難経路確保失敗p6

最終避難経路煙拡散防止失敗
・通常避難経路確保or失敗
・飛び降り避難経路確保or失敗
・救助経路確保or失敗

p7～ p10

竪穴煙拡散防止失敗
・通常避難経路確保p11

竪穴煙拡散防止失敗
・通常避難経路確保失敗p12

「s」は対策の成否によるシナリオ

各シナリオの生起確率piと当該シナリオでの避難不能率pcas,iの積の和∑pi・pcas,i＝避難不能リスク

F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

評価方法の提案 ～リスクに基づく定量評価～

避難不能率pcas：避難経路の計画とその安全性及び避難者特性から設定する。
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リスクに基づく評価方法 ～各事象の生起確率の設定～

火災フェーズⅠ 出火防止率pf

火災フェーズⅡ 小火率pmf

〇発火源の管理状態、火気周り部材の着火防止対策を評価
・火気使用の制限（禁煙など）、熱源種類の限定、可燃物保管場所の施錠管

理、など。
・火気周りの内装材の不燃化、防炎物品の利用、など。

→火災統計（消防庁「火災報告」）から、火災発生原因を調査すること
でpfを設定

〇建物在館者の初期消火活動を評価
・出火室在室者による初期消火活動。
・出火室以外の在室者の初期消火活動（警報設備と消火器設置）。

→火災統計から、関連設備と初期消火の奏功性の関係を調査することで
pmfを設定

出火防止

消火
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リスクに基づく評価方法 ～各事象の生起確率の設定～

火災フェーズⅢ フラッシュオーバー防止率pFO

※SP設備・内装仕上げの相互効果の導入 ～FO防止率設定値の精度向上のための検討～
上記の方法で設定した際には、「内装仕上げ」の効果、SP設備の性能が反映されない。

抑制 戸

〇初期消火失敗後に、フラッシュオーバー（FO）に至る火災拡大を抑制する対
策を評価 ～FO以前に避難が完了するケース～
・スプリンクラー設備（SP）の設置有無と性能、内装仕上げ材の性能と施工

範囲、など。
→火災統計から、SP設備の設置と焼損面積の関係を調査することでpFOを

設定※

→実験・シミュレーションによりこれらの
効果の定量的に評価する検討を実施。
火災室温度をFO発生の関係を実験的に確
認（右表）し、SP設備と内装による抑制
効果をFO発生の有無及び発生時間として
評価する。

火災室温度 F.O.防止率 

200℃ 1.0 

400℃ 0.7 

600℃ 0.3 

800℃ 0 
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リスクに基づく評価方法 ～各事象の生起確率の設定～

火災フェーズⅣ 避難経路の確保と煙拡散防止率pevac

〇避難経路の設置と避難経路を構成する部材を評価
・避難経路（階段（必須）、廊下、バルコニーなど）の設置の有無を評価。

→計画に応じてpevacを設定
・避難経路を構成する壁、開口設備の防火・遮煙性能を評価。

→既往の調査資料等から、開口設備（防火設備等）の作動信頼性に従い
火災統計から、関連設備と初期消火の奏功性の関係を調査することで
psmを設定

F.O.
戸

F.O.

飛び降り

救助

廊下における煙拡散防止

階段における煙拡散防止

F.O.

飛び降り

救助

煙拡散防止の失敗
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リスクに基づく評価方法 ～避難不能率の設定～

※避難不能率設定値の精度向上のための検討 ～警報設備の効果の導入～
上記のモデルは避難経路の構造のみに依存しているが、警報設備や避難誘導設備の性能を評価することで、
避難不能率設定値の精度向上が期待できる。

避難不能率

〇避難経路の計画とその安全性及び避難者特性から避難不能率pcasを設定する。

F.O.
戸

F.O.

飛び降り

救助

F.O.

飛び降り

救助

自力避難可能者 自力避難困難者
3階 避難×、消防隊の救助 避難×、消防隊の救助
2階 飛び降り 避難×、消防隊の救助
1階 通常の避難経路より、避難〇 避難×、消防隊の救助

自力避難可能者 自力避難困難者
3階 2階に降り、窓から飛び降り 避難×、消防隊の救助
2階 飛び降り 避難×、消防隊の救助
1階 通常の避難経路より、避難〇 避難×、消防隊の救助

自力避難可能者 自力避難困難者
3階 通常の避難経路より、避難〇 通常の避難経路より、介助避難〇
2階 通常の避難経路より、避難〇 通常の避難経路より、介助避難〇
1階 通常の避難経路より、避難〇 通常の避難経路より、介助避難〇

① 廊下及び階段の安全性確保

② 階段の安全性確保

③ 廊下・階段の安全性確保失敗

①廊下・階段が安全 ②階段が安全

③避難経路不安全

②③の状況では
自力避難可能者
でも避難不能と
なる※。

→就寝中あるいは覚醒中の被験者に対して
様々なシチュエーションで警報設備を鳴
動させ、被験者の反応を観察する実験を
行った。

→連動型警報器は早期覚知に効果的。
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F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

リスクに基づく評価方法 ～ケーススタディ～

戸建て住宅からの転用を想定したケーススタディ
３階建て戸建て住宅を、①老人福祉施設、②ホテル、③飲食店舗に転用する場合、各種対策の効果を評価し、推奨
仕様を示す。（以下、結果は∑Ccasは避難不能者数期待値を各建物に在館する全人数Pで除した数値で表現。）

①老人福祉施設

〇介護者の効果、籠城可能性の評価

推奨仕様について

避難者数 特徴 

1 階：健常者 2、要援護者 3 

2 階：健常者 1、要援護者 3 

3 階：健常者 1、要援護者 3 

   （全 13 人） 

就寝施設 

禁煙 

各居室に自閉扉設置 

 
CASE 対   策 備 考 ∑Ccas/P 

1 なし  0.63 

2 警報設備、スプリンクラー設備、準竪穴区画 法令要求 0.28 

3 警報設備、スプリンクラー設備、準竪穴区画、避難経路区画 1 階避難経路を区画 0.23 

4 警報設備、スプリンクラー設備、2 階段（区画無）  0.32 

 

Case3の条件で、介護者となる健常者数の効果、
籠城からの救助避難施設有無を検討した（右表）。
・(A)欄は救助用窓のない場合、(B)欄がある場合。

いずれも介護者の比率が大きくなるほどリスク
は小さくなり、救助用窓の設置でさらにリスク
は低減される。

・検討する対策の内容
Case2：法令に基づく対策
Case3：外部までの避難経路の安全性を区画
Case4：避難に供する階段の増設

表 避難者数と用途の特徴

表 対策と結果

各階における人数 ∑Ccas/P 
（A） 

∑Ccas/P 
（B） 健常者 要援護者 

2 10 0.245 0.237 

4 8 0.225 0.216 

6 6 0.204 0.196 

8 4 0.184 0.175 

 

表 介護者比率の効果と救助施設の有無の効果

要援護者の存在する用途は、避難に時間がかかること（あるいは避難できないので籠城）から、火災
成長を抑制する対策（SP）、避難経路の安全性確保（階段・屋外までの避難経路の区画）が効果的。

※効果の差を見るために人数を増やしている。
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F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

リスクに基づく評価方法 ～ケーススタディ～

②ホテル

③飲食店舗（避難者数：各階健常者20人（全60人）

推奨仕様について

避難者数 特徴 

各階：健常者 3 

   （全 9 人） 

就寝施設 

禁煙 

各居室に自閉扉設置 

 

・検討する対策の内容
Case2：SP設置による火災抑制
Case3,4：避難経路の区画
Case5：火災抑制と避難経路の区画
Case6：内装不燃化による火災抑制

CASE 対   策 備 考 ∑Ccas/P 

1 なし  0.63 

2 警報設備、自閉扉による準竪穴区画 法令要求 0.44 

3 警報設備、自閉扉による準竪穴区画、スプリンクラー設備  0.20 

4 警報設備、準竪穴区画  0.35 

5 警報設備、準竪穴区画、避難経路区画  0.15 

6 警報設備、準竪穴区画、避難経路区画、スプリンクラー設備  0.14 

 

表 避難者数と用途の特徴

表 対策と結果

・検討する対策の内容
Case2：法令に基づく対策
Case3：SP設置による火災抑制
Case4,5：避難経路の区画
Case6：火災抑制と避難経路の区画

火災成長を抑制する対策（SP）、避難経路の安全性確保（階段・屋外までの避難経路の区画）が効果的。

CASE 対   策 ∑Ccas/P 

1 なし 0.63 

2 警報設備、スプリンクラー設備 0.27 

3 警報設備、自閉扉による準竪穴区画 0.35 

4 警報設備、準竪穴区画、避難経路区画 0.20 

5 警報設備、スプリンクラー設備、準竪穴区画、避難経路区画 0.18 

6 警報設備、準竪穴区画、避難経路区画、内装不燃 0.08 

 推奨仕様について

火災成長を抑制する対策（SP、内装）が効果的。

表 対策と結果
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火災シナリオに沿ったリスクに基づく評価手法の検討

例）既存の３階建て住宅を老人福祉施設に転用

今後の課題
・規模や用途など、適用範囲の拡張のために、火災シナリオの妥当性、事象の生起確率の精度向上
のための検討が必要。

・高度な安全性を選択するインセンティブの提示。

 

   

① 対策なし
対策 ② 警報設備、SP設備、

準竪穴区画

③ ②の対策
＋通常の避難経路

ケース 避難不能リスク

①対策なし 0.875

②法令要求対策 0.223

③②に追加対策 0.154

リスク評価結果（例）

対策の効果について明確な差別化が可能。

F15 多様なニーズに配慮した避難安全確保に係る規定の合理化に関する検討

「高度な安全性の確保」 ～ まとめ

 

小規模建築物については、想定シナリオがシンプルであり、消防設備やソフト対策の効果に
対して、高精度な評価が期待できる。
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